
 令和 4 年９月９日 生活支援体制整備部会 
 

１．本市における生活支援体制整備事業について 

 

 

【計画基本理念】全ての人が、最期まで自分らしく暮らし続けることができる 

地域共生社会の実現 

【基本目標２】地域でつながり支えあう 

 

（１）地域支援事業における生活支援体制整備事業の位置づけ 

 

※「生活支援サポーター」は介護予防・生活支援サービス事業の基準緩和型サービス（訪問型）の 

担い手として養成している。 

 

  

第８期介護保険事業計画 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26 年 2月 13 日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について」別紙 4　抜粋


